
等級及び職制上の段階ごとの職員数（平成２９年４月１日現在）（１）知事部局・各種行政委員会等，教育委員会，警察本部行政職給料表 （人） （％） 職名 （人） （人） 段階主事 609技師 244司書 3計 856主任 881事務主任 60主任司書 2計 943主査 703係長 197訓練専門員 22税務査察員 17教授 12教務専門員 8政策課長 8政務調査員 6事務主幹 411事務長 110課長補佐 14管理主事 28社会教育主事 9課長 4文化財保護主事 2副所長 1事業調整員 968主幹 436主任教諭 3主任管理主事 1主任税務査察員 1専門官 36担当課長 1課長補佐 42主任専門官 6課長 10計 3,056参事 236課長代理 22次長 49課長 161担当監 35防災航空センター長 1担当次長 2経営企画監 8産業振興監 3分室長 3地方税総括管理監 2部長 4所長 8担当課長 1企画法制監 1技術監査監 1総括事務長 60室長 2指導監 4社会教育監 1管理監 2推進監 2副校長 8副所長 1副館長 2副園長 2専任主査 2教頭 1調査官 9統括少年育成官 1管理官 12次席 6所長 2室長 2首席師範 1講習指導官 1計 658

856 14.7%

58
2,998

内訳 職制上の段階

52.6%

856 主事級

課長補佐級（警察）
主査級

943 主任級
等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計

４級 1　参事又は課長代理の職務2　地方機関の次長又は課長の職務

3級 主査又は係長の職務 3,056

658 11.3%

2級 主任の職務 943 16.2%1級 主事又は技師の職務

634 参事級

24 管理官級（警察）



（１）知事部局・各種行政委員会等，教育委員会，警察本部行政職給料表 （人） （％） 職名 （人） （人） 段階内訳 職制上の段階等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 課長 120所長 20支所長 11校長 8センター長 3園長 1館長 2次長 29担当課長 9政策監 10総括研修企画監 1監査管理監 1監査総括監 1主任労働監 1参与 1事務部長 1副所長 2分室長 1会計監査官 1部長 1計 224部長 33所長 17館長 1会計管理者 1危機管理監 1副館長 1次長 2参事官 1課長 1事務局長 1財務局長 1運転免許センター長 1計 61局長 7経営戦略審議官 1都市建築技術審議官 1事務局長 3教育次長 1計 13合計 5,811 100.0%※職員数には再任用職員を含む。

５級 1　本庁の課長の職務2　地方機関の長の職務3　規模の大きい地方機関の次長の職務 224 3.9% 224

6級 1　本庁の部長の職務2　規模の大きい地方機関の長の職務 61 1.0% 61
7級 本庁の局長の職務 13 0.2% 13 局長級

課長級

部長級



公安職給料表 （人） （％） 職名 （人） （人） 段階係員 317初任科生 153計 470係員 699 699 巡査長係員 87 87 巡査計 786主任 661 661 巡査部長係員 455 455 巡査長計 1,116係長 446専門官 206小隊長 4交番所長 35主任 848 848 巡査部長係員 49 49 巡査長計 1,588警察本部課長 1 1 警視課長補佐 7課長 71分庁舎長 1交番所長 2特別警ら隊長 1派出所長 1係長 525交番所長 69専門官 98計 776課長補佐 53課長 46室長補佐 4隊長補佐 4検視官 2性犯罪捜査指導官 1特別警ら隊長 2係長 73専門官 10交番所長 13計 208次席 9次長 22副署長 2聴聞官 1理事官 7秘書室長　 1公安委員会補佐室長 1取調べ監督室長 1企画官 2犯罪情報官 1検視官室長 1検視官 1交通事故事件捜査統括官 1東部運転免許センター長 1高齢者交通安全対策室長 1国際テロリズム対策室長 1災害対策官 1捜査指導室長 1学生指導官 1管理官 13刑事官 5地域官 3交通官 2地域交通官 3次席 13次長 1課長補佐 49課長 56室長補佐　 1隊長補佐　 1検視官 4副隊長 6航空隊長　 1副指令官　 3東部分駐隊長 2福山分駐隊長 1計 220

6級

警視

警部

警部補

7級 １　警察本部の課長の職務２　警察署の長の職務３　警察本部の部主管課の次席の職務４　警察署の次長の職務５　特に困難な業務を行う課長補佐の職務６　警察署の特に困難な業務を行う課長の職務 220 4.2%

11296
82

138

１　困難な業務を行う課長補佐の職務２　警察署の困難な業務を行う課長の職務３　特に困難な業務を行う係長の職務 208 4.0% 警部

警部補
5級 １　課長補佐の職務２　警察署の課長の職務３　困難な業務を行う係長の職務 776 14.8% 警部警部補

691
83692

3級 １　主任の職務２　高度の知識又は経験を必要とする業務を行う巡査長の職務 1,116 21.3%4級 １　係長の職務２　困難な業務を行う主任の職務３　特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う巡査長の職務 1,588 30.3%
等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 内訳 職制上の段階巡査2級 １　巡査長の職務２　高度の知識又は経験を必要とする業務を行う巡査の職務 786 15.0%1級 巡査の職務 470 9.0% 470



公安職給料表 （人） （％） 職名 （人） （人） 段階等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 内訳 職制上の段階参事官 1警察本部課長 13警察署長　 10隊長 6所長 1監察官 2通信指令官 3副校長 1副署長 3計 40参事官 14警察署長 15組織犯罪対策局長 1計 30合計 5,234 100.0%※職員数には再任用職員を含む。 0.6% 30 警視
8級 １　警察本部の部長の職務２　規模の大きい警察署の長の職務３　警察本部の困難な業務を行う課長の職務４　警察署の困難な業務を行う長の職務 40 0.8% 40 警視
9級 １　警察本部の困難な業務を行う部長の職務２　規模の大きい警察署の困難な業務を行う長の職務 30



教育職給料表（二） （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階実習助手 20寄宿舎指導員 3計 23教諭 3,922養護教諭 147主任実習助手 131栄養教諭 9講師 7主任寄宿舎指導員 13計 4,229主幹教諭 85指導教諭 14計 99教頭 139分校長 2計 141校長 98計 98合計 4,590 100.0%※職員数には再任用職員を含む。

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 内訳 職制上の段階0.5% 教諭級2級 １　高等学校又は特別支援学校の教諭，養護教諭又は栄養教諭の職務２　高等学校又は特別支援学校の高度の知識又は経験を必要とする業務を行う実習助手又は寄宿舎指導員の職務 4,229 92.1% 4,229 92.1%1級 高等学校又は特別支援学校の助教諭，養護助教諭，講師，実習助手又は寄宿舎指導員の職務 23 0.5% 23
主幹教諭級3級 高等学校又は特別支援学校の教頭の職務 141 3.1% 141 3.1% 教頭級特2級 高等学校又は特別支援学校の主幹教諭又は指導教諭の職務 99 2.2% 99 2.2% 校長級4級 高等学校又は特別支援学校の校長の職務 98 2.1% 98 2.1%



教育職給料表（三） （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階0計 0教諭 21養護教諭 1指導専門員 3課長 1主幹 2主査 2主任 6主事 3計 39指導教諭 1計 1教頭 1計 10計 0合計 41 100.0%※職員数には再任用職員を含む。
教諭級95.1%1級 中学校の助教諭，養護助教諭又は講師の職務 0 0.0% 0 0.0%2級 １　中学校の教諭，養護教諭又は栄養教諭の職務２　児童自立支援専門員の職務 39 95.1% 39

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 内訳 職制上の段階
2.4% 主幹教諭級3級 中学校の教頭の職務 1 2.4% 1 2.4% 教頭級特2級 中学校の主幹教諭又は指導教諭の職務 1 2.4% 1 校長級0.0%0中学校の校長の職務4級 0.0%0



教育職給料表（イ） （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階計 0教諭 6,802養護教諭 488栄養教諭 77講師 6計 7,373主幹教諭 80指導教諭 15計 95教頭 512計 512校長 493計 493合計 8,473 100.0%※職員数には再任用職員を含む。

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 内訳 職制上の段階0.0% 教諭級2級 １　市町立の小学校、中学校又は中等教育学校の教諭の職務２　市町立の小学校又は中学校の養護教諭又は栄養教諭の職務 7,373 87.0% 7,373 87.0%1級 １　市町立の小学校、中学校又は中等教育学校の助教諭又は講師の職務２　市町立の小学校又は中学校の養護助教諭の職務 0 0.0% 0
主幹教諭級3級 市町立の小学校又は中学校の教頭の職務 512 6.0% 512 6.0% 教頭級特2級 市町立の小学校、中学校又は中等教育学校の主幹教諭又は指導教諭の職務 95 1.1% 95 1.1% 校長級4級 市町立の小学校又は中学校の校長の職務 493 5.8% 493 5.8%



教育職給料表（ロ） （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
計 0教諭 6
計 6計 0教頭 1計 1校長 1計 1合計 8 100.0%※職員数には再任用職員を含む。

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 内訳 職制上の段階0.0% 教諭級2級 １　市町立の高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教諭の職務２　市町立の中等教育学校又は特別支援学校の養護教諭又は栄養教諭の職務３　市町立の特別支援学校の高度の知識又は経験を必要とする業務を行う寄宿舎指導員の職務 6 75.0% 6 75.0%
1級 １　市町立の高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の助教諭又は講師の職務２　市町立の中等教育学校又は特別支援学校の養護助教諭の職務３　市町立の特別支援学校の寄宿舎指導員の職務 0 0.0% 0

主幹教諭級3級 市町立の高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教頭の職務 1 12.5% 1 12.5% 教頭級特2級 市町立の高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の主幹教諭又は指導教諭の職務 0 0.0% 0 0.0% 校長級4級 市町立の高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の校長の職務 1 12.5% 1 12.5%



研究職給料表 （人） （％） 職名 （人） （人）技師 1計 1研究員 65学芸員 5計 70主任研究員 112主任学芸員 13副部長 19課長 1主席研究員 3計 148総括研究員 6課長 2室長 1担当部長 4部長 17管理官 2次長 9支所長 1総括研究員 2室長 4計 48センター長 5計 5合計 272 100.0%※職員数には再任用職員を含む。

1級 技師の職務 1 0.4%2級 研究員又は学芸員の職務 70 25.7%等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 内訳 職制上の段階
54.4% 148

4級 １　研究機関の次長又は支所長の職務２　総括研究員の職務 48 17.6%
3級 主任研究員又は主任学芸員の職務 148 32
5級 研究機関の長の職務 5 1.8% 5 センター長級

技師級研究員級170
16 次長級

主任研究員級総括研究員級



医療職給料表（一） （人） （％） 職名 （人） （人） 段階技師 10計 10主査 9事業調整員 1計 10所長 1医監 1主査 2主査 7主幹 1参事 1計 13部長 1医監 1医監 1健康指導監 1主査 2計 6合計 39 100.0%※職員数には再任用職員を含む。

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 内訳 職制上の段階
１　地方機関の長の職務２　本庁に勤務する職員の衛生管理業務に従事する医師の職務３　地方機関の次長の職務４　地方機関の困難な業務に従事する課長の職務 13 33.3%3級

主事級2級 １　地方機関の課長の職務２　困難な医療業務に従事する医師又は歯科医師の職務 10 25.6% 10 主査級1級 医療業務に従事する医師又は歯科医師の職務 10 25.6% 10
4 課長級4級 １　本庁の局長の職務２　規模の大きい地方機関の長の職務３　地方機関の困難な業務に従事する長の職務４　高度の知識経験に基づき，本庁に勤務する職員の衛生管理業務に従事する医師の職務 6 15.4%

課長級主査級492 部長級



医療職給料表（二） （人） （％） 職名 （人） （人） 段階技師 24栄養士 17計 41主任 32栄養主任 4計 36主査 17主幹 9事業調整員 35係長 3栄養主幹 7主任 1 1 主任級計 72次長 5課長 12参事 2計 19所長 3次長 1計 4合計 172 100.0%※職員数には再任用職員を含む。

職制上の段階
3級
等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 内訳 主事級2級 主任の職務 36 20.9% 36 主任級1級 技師の職務 41

主査級71
23.8% 41

主査又は係長の職務 72 41.9%
課長級参事級4級 地方機関の次長又は課長の職務 19 11.0% 195級 １　地方機関の長の職務２　規模の大きい地方機関の次長の職務 4 2.3% 4



医療職給料表（三） （人） （％） 職名 （人） （人） 段階技師 14計 14主任 9 9 主任級技師 1 1 主事級計 10主査 5係長 4主幹 3事業調整員 27計 39次長 1課長 5参事 2計 80計 0合計 71 100.0%※職員数には再任用職員を含む。

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 主事級2級 主任の職務 10 14.1%1級 技師の職務 14 19.7%
主査級

内訳 職制上の段階
主査又は係長の職務 393級

14
54.9% 39

-4級 地方機関の次長又は課長の職務 8 11.3% 8 参事級5級 本庁の課長の職務 0 0.0% 0



（２）企業局，病院事業局行政職給料表 （人） （％） 職名 （人） （人） 段階主事 18技師 11計 29主任 25計 25主査 38係長 8主幹 11事業調整員 38計 95参事 8次長 2課長 9所長 1水道整備担当監 1室長 1副センター長 1計 23課長 3担当課長 1所長 1次長 2副院長 1計 8技術部長 1経営部長 1事務部長 1副院長 1計 4局長 1計 1合計 185 100.0%※職員数には再任用職員を含む。

主査級3級

局長級6級 １　本庁の部長の職務２　規模の大きい地方機関の長の職務 4 2.2% 4 部長級7級 本庁の局長の職務 1 0.5% 1
課長級

4級 １　参事又は課長代理の職務２　地方機関の次長又は課長の職務 23 12.4% 23 参事級
5級 １　本庁の課長の職務２　地方機関の長の職務３　規模の大きい地方機関の次長の職務 8 4.3% 8

29 15.7% 2951.4% 95
内訳 職制上の段階

主査又は係長の職務 95
等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 主事級2級 主任の職務 25 13.5% 25 主任級1級 主事又は技師の職務



医療職給料表（一） （人） （％） 職名 （人） （人） 段階医員 35 34 医員級医長 6 10 医長級計 41副部長 25計 25部長 55 55 部長級主任部長 2センター長 1計 58部長 30 30 部長級主任部長 30センター長 5副院長 1副院長 3院長 1計 70合計 194 100.0%
25
36 主任部長級3級 １　病院の主任部長の職務２　病院の部長の職務３　県立広島病院のセンター長又は室長の職務４　県立安芸津病院の副院長の職務 58 29.9%

4級 １　県立広島病院の副院長の職務２　県立安芸津病院の院長の職務３　困難な医療業務に従事する病院の主任部長の職務４　困難な医療業務に従事する病院の部長の職務５　困難な医療業務に従事する県立広島病院のセンター長又は室長の職務６　困難な医療業務に従事する県立安芸津病院の副院長の職務 70 36.1%
主任部長級3

4 県立広島病院副院長又は県立安芸津病院院長
副部長級等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 内訳 職制上の段階1級 医療業務に従事する医師又は歯科医師の職務 41 21.1%2級 病院の副部長の職務 25 12.9%



指定職給料表 （人） （％） 職名 （人） （人） 段階院長 1計 1合計 1 100.0% 県立広島病院長等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 内訳 職制上の段階― ― 1 100.0% 1



医療職給料表（二） （人） （％） 職名 （人） （人） 段階技師 59計 59主任 60計 60医療技術専門員 29副技師長 4主任医療技術専門員 20栄養指導管理員 1計 54技師長 6副部長 1計 7部長 1計 1合計 181 100.0%※職員数には再任用職員を含む。
医療技術専門員級3級
部長級4級 １　病院の技師長の職務２　県立広島病院の副部長の職務３　県立安芸津病院の薬剤科部長の職務 7 3.9% 7 技師長級5級 県立広島病院の薬剤科部長の職務 1 0.6% 1

59 32.6% 5929.8% 54
内訳 職制上の段階

１　病院の医療技術専門員の職務２　県立広島病院の副技師長又は栄養指導管理員の職務 54
等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 技師級2級 主任の職務 60 33.1% 60 主任級1級 技師の職務



医療職給料表（三） （人） （％） 職名 （人） （人） 段階技師 292計 292技師 29主任 285計 314副看護師長 52看護専門員 158主任看護専門員 33事業調整員 1計 244副看護部長 7看護師長 33室長 1参事 1計 42計 2合計 894 100.0%※職員数には再任用職員を含む。 24級 １　病院の副看護部長又は看護師長の職務２　県立広島病院の室長又は副センター長の職務３　県立安芸津病院の看護部長の職務 42 4.7%5級 １　県立広島病院の副院長又は看護部長の職務２　県立安芸津病院の副院長の職務 2 0.2% 副院長 42 看護師長級3級 １　病院の副看護師長又は看護専門員の職務２　県立広島病院の主査の職務 244 27.3% 244 看護専門員級
1級 技師の職務 292 32.7% 321

1 県立広島病院副院長県立安芸津病院副院長1

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 内訳 職制上の段階技師級2級 主任の職務 314 35.1% 285 主任級


